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Ⅰ 伐採、造林、保育その他森林整備に関する基本的な事項 

１  森林整備の現状と課題 

   (1) 地理・自然条件 

     砥部町は、愛媛県の中央部に位置し、北は重信川を隔て県都松山市に接し、西は

伊予市・松前町、南は内子町に隣接している。 

    町全体は、東西９㎞、南北２１㎞、面積１０１．５９ｋ㎡である。北部は重信川

に注ぐ砥部川が中央部を流れ盆地状の地形となっており、南部は標高が高く北ヶ森

（1,010m）、三郷の辻（932m）など高峰に囲まれた山間地域で、河川は肱川水系小

田川の支流玉谷川が南に流れ、起伏の多い地形となっている。 

    気候は、四季を通じて温和で平均気温１７℃程度である、年間降雨１，１００～

１，７００㎜で６月の梅雨期と９月の台風時に多い。また、冬季に南部の山間部で

は、１５cm程度の積雪がみられる。 

(2) 森林・林業の概要 

    本町の民有林は、６，９６９ha、蓄積は２，３３７，９５６㎥で、ha当たりの蓄

積量は、３３５㎥となっている。また、民有林の人工林面積は、４，４５４haで、

人工林率は６３．９％である。 

    しかし、担い手不足や木材価格の低迷等により、森林所有者による自発的な森林

管理ができない状況にあり、森林資源の充実、公益的機能の発揮を目指して健全な

森林を造成するためには、森林施業労務を確保し、除間伐を中心に適正な森林施業

が必要である。そこで、令和元年度から導入されている森林環境譲与税を活用した、

新たな森林経営管理制度に取り組み、森林整備の強化及び担い手の確保を図りたい。 

 

２ 森林整備の基本方針 

(1) 地域の目指すべき森林資源の姿 

  森林の主な機能は、水源涵養機能、山地災害防止機能／土壌保全機能、快適環境形

成機能、保健・レクリエーション機能、文化機能、生物多様性保全機能、地球環境保

全機能からなる公益的機能及び木材等生産機能に大別される。関係者の合意の下、発

揮を期待する機能ごとの区域を明らかにし、その機能を十分に発揮できるよう森林の

整備及び保全を進めることとする。その際、期待する機能の発揮に向けた施業が相反

する場合以外は、複数の機能を期待する森林として取り扱うことも可能とする。 

ただし、地球環境保全機能は、二酸化炭素の吸収や炭素の固定、蒸発散作用等の森

林の働きが保たれることによって発揮される属地性のない機能であるため、区域設定

の対象とはしないものとする。同様に、生物多様性保全機能については、伐採や自然

の攪乱などにより時間軸を通して常に変化しながらも、一定の広がりにおいて様々な

生育段階や樹種から構成される森林が相互に関係しつつ発揮される機能であり、原生

的な森林生態系や希少な生物が生育・生息する森林など属地的に発揮されるものを除

き、区域設定の対象とはしないものとする。 

各機能に応じた森林の望ましい姿については、次のとおりである。 

①水源涵養機能 

下層植生とともに樹木の根が発達することにより、水を蓄える隙間に富んだ浸透・

保水能力の高い森林土壌を有する森林であって、必要に応じて浸透を促進する施設等

が整備されている森林 

②山地災害防止機能／土壌保全機能 

下層植生が生育するための空間が確保され、適度な光が射し込み、下層植生ととも

に樹木の根が深く広く発達し土壌を保持する能力に優れた森林であって、必要に応じ
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て山地災害を防ぐ施設が整備されている森林 

 

③快適環境形成機能 

樹高が高く枝葉が多く茂っているなど遮蔽能力や汚染物質の吸着能力が高く、諸被

害に対する抵抗性が高い森林 

④保健文化機能 

ア 保健・レクリエーション機能 

身近な自然や自然とのふれあいの場として適切に管理され、多様な樹種等からな

り、住民等に憩いと学びの場を提供している森林であって、必要に応じて保健・教

育活動に適した施設が整備されている森林 

イ 文化機能 

史跡・名勝等と一体となって潤いのある自然景観や歴史的風致を構成している森

林であって､必要に応じて文化活動に適した施設が整備されている森林 

ウ 生物多様性保全機能 

原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息する森林、陸域・水域にまたがり

特有の生物が生育・生息する渓畔林 

⑤木材等生産機能 

林木の生育に適した土壌を有し、木材として利用する上で良好な樹木により構成さ

れ成長量が高い森林であって､林道等の基盤施設が適切に整備されている森林 

 

(2) 森林整備の基本的な考え方及び森林施業の推進方策 

①水源涵養機能 

適切な保育・間伐を促進しつつ、下層植生や樹木の根を発達させる施業を基本とす

るとともに、伐採に伴って発生する裸地については、縮小及び分散を図ることとする。 

また、自然条件や住民のニーズ等に応じ、天然力も活用した施業を推進することと

する。 

   ②山地災害防止機能／土壌保全機能 

地形、地質等の条件を考慮した上で、林床の裸地化の縮小及び回避を図る施業を推

進することとする。また、自然条件や住民のニーズ等に応じ、天然力も活用した施業

を推進することとする。 

   ③快適環境形成機能 

風や騒音等の防備や大気の浄化のために有効な森林の構成の維持を基本とし、樹種

の多様性を増進する施業や適切な保育・間伐等を推進することとする。 

また、防風等に重要な役割を果たしている防風林等の保全を推進することとする。 

  ④保健文化機能 

ア 保健・レクリエーション機能 

自然条件や住民のニーズ等に応じ広葉樹の導入を図るなどの多様な森林整備を推

進することとする。 

   イ 文化機能 

美的景観の維持・形成に配慮した森林整備を推進することとする。 

ウ 生物多様性保全機能 

全ての森林は多様な生物の生育・生息の場として生物多様性の保全に寄与してい

る。このことを踏まえ、森林生態系の不確実性を踏まえた順応的管理の考えに基づ

き、時間軸を通して適度な攪乱により常に変化しながらも、一定の広がりにおいて

その土地固有の自然条件等に適した様々な生育段階や樹種から構成される森林がバ

ランス良く配置されていることを目指すものとする。 

     とりわけ、原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息する森林、陸域・水域 

にまたがり特有の生物が生育・生息する渓畔林などの属地的に機能の発揮が求めら
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れる森林については、生物多様性保全機能の維持増進を図る森林として保全するこ

ととする。また、野生生物のための回廊の確保にも配慮した適切な保全を推進する

こととする。 

⑤木材等生産機能 

森林の健全性を確保し、木材需要に応じた樹種、径級の林木を生育させるための適

切な造林、保育及び間伐等を推進することを基本とする。この場合、施業の集約化や

機械化を通じた効率的な整備を推進することを基本とする。 

 

注１ 森林の有する多面的機能については、自然条件及び森林の種類などにより発揮さ 

  れる効果は異なり、また、洪水や渇水を防ぐ役割については、人為的に制御できな

いため、期待される時に必ずしも常に効果が発揮されるものではない。 

   ２ これらの機能以外に森林の有する多面的機能として地球環境保全機能があるが、

これについては二酸化炭素の固定、蒸散発散作用等の森林の働きが保たれることに

よって発揮される属地性のない機能であることに留意する必要がある。 

 

３ 森林施業の合理化に関する基本方針 

   (1) 施業の集約化の推進 

      現地での労働環境の改善と生産コストの削減を図るため、高性能林業機械を中心と

した林業機械の導入及び基幹路網を中心とした計画的な路網の整備等の基盤整備に一

体的に取り組むこととする。 

    また、森林所有者等に対し、施業や経営の受委託を積極的に働きかけることにより、

森林組合や林業事業体への施業・経営の集約化を図る。 

   (2) 流域管理システムの推進 

     松山流域林業活性化協議会の方針の下に、川上から川下、民有林、国有林が一体と

なって、生産・流通・加工を通じたコスト削減を図り、その効果を川上に還元する流

域単位でのシステムを構築し、関係者間の利害の調整と合意形成を図りながら森林整

備や林業生産活動を推進することとする。 

    また、今治・松山流域林業活性化センターの方針の下、地域の森林から安定的に木

材が生産されるための契約販売やバイオマス発電を始めとする未利用材の有効活用シ

ステムの構築など、川上、川下、民有林、国有林が一体となり、合意形成を図りなが

ら進める地域の林業振興に必要な活動を推進する。 

 

Ⅱ 森林の整備に関する事項 

第１ 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く） 

１ 樹種別の立木の標準伐期齢 

標準伐期齢は、主要な樹種ごとに、平均成長量が最大となる林齢を基準として、森

林の有する公益的機能、対象森林に関する自然条件及び社会的条件、既往の平均伐採

齢及び森林の構成を勘案して次表のとおり定める。 

なお、標準伐期齢は、地域を通じた立木の伐採（主伐）の時期に関する指標として

定めるものであるが、標準伐期齢に達した時点での森林の伐採を促すためのものでは

ない。 

地 域 

樹 種 

スギ ヒノキ マツ類 
その他 

針葉樹 
クヌギ 

その他 

広葉樹 

砥部町全域 35 年 40 年 30 年 40 年 10 年 20 年 

備考 せき悪林地のマツ類は 35 年とする。 
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２ 立木の伐採（主伐）の標準的な方法 

主伐については、更新（伐採跡地（伐採により生じた無立木地）が、再び立木地と

なること）を伴う伐採であり、その方法については、以下に示す皆伐又は択伐による

ものとする。 

皆伐：皆伐については、主伐のうち択伐以外のものとする。皆伐に当たっては、気 

     候、地形、土壌等の自然条件及び公益的機能の確保の必要性を踏まえ、適切な

伐採区域の形状、１箇所当たりの伐採面積の規模及び伐採区域のモザイク的配

置に配慮し、伐採面積の規模に応じて、少なくともおおむね 20 ヘクタールごと

に保残帯を設け適確な更新を図ることとする。 

択伐：択伐については、主伐のうち、伐採区域の森林を構成する立木の一部を伐採 

      する方法であって、単木・帯状又は樹群を単位として伐採区域全体でおおむね 

均等な割合で行うものであり、材積にかかる伐採率が 30％以下（伐採後の人工 

造林による場合にあっては 40％以下）の伐採とする。 

            択伐に当たっては、森林の有する多面的機能の維持増進が図られる適正な林

分構造となるよう一定の立木材積を維持するものとし、適切な伐採率によるこ

ととする。 

なお、立木の伐採（主伐）の標準的な方法の実施にあたっては以下の事項に留意の

うえ実施することとする。 

ア 森林の生物多様性の保全の観点から、野生生物の営巣等に重要な空洞木について、

保残等に努める。 

イ 森林の多面的機能の発揮の観点から、伐採跡地が連続することのないよう、少な

くとも周辺森林の成木の樹高程度の幅を確保する。 

ウ 花粉の発生源となるスギ等の人工林の伐採・植替え等を積極的に進めていく中、

伐採後の適確な更新を確保するため、あらかじめ適切な更新の方法を定めその方法

を勘案して伐採を行うものとする。特に、伐採後の更新を天然更新による場合には、

天然稚樹の生育状況、母樹の保存、種子の結実、周辺の伐採跡地の天然更新の状況

等に配慮する。 

エ 林地の保全、雪崩、落石等の防止、風害等の各種被害の防止、風致の維持等の

ため、渓流周辺や尾根筋等に保護樹帯を設置する。 

オ 持続的な林業の確立に向けて、立木の買付けや伐採の作業受託の際に、森林所有

者に対して、再造林の必要性等を説明し、その実施に向けた意識の向上を図るとと

もに、伐採と造林の一貫作業の導入等による作業効率の向上に努める。 

カ 林地の崩壊の危険のある箇所、渓流沿い、尾根筋等については、森林所有者等

と話し合い、林地の保全及び生物多様性の保全に支障が生じないよう、伐採の適

否、択伐、分散伐採その他の伐採方法及びその更新の方法を決定する。 

キ 伐採を行う際には、対象となる立木の生育する土地の境界を越えて伐採（誤伐）

しないように、あらかじめ伐採する区域の明確化を行う。 
ク 林地の保全及び生物多様性の保全のため、保残する箇所・樹木を森林所有者等と

話し合い、必要に応じて渓流沿い、尾根筋での補助樹帯の設定、野生生物の営巣に

重要な空洞木の保残等を行う。なお、これらの箇所に架線や集材路を通過させなけ

ればならない場合は、その影響範囲が最小限となるよう努める。 
ケ 気候、地形、土壌等の自然条件を踏まえ、森林の有する公益的機能の発揮を確保

するため、伐採の規模、周辺の伐採地との連担等を十分に考慮し、伐採区域を複数

に分割して一つの区域で植栽を実施した後に別の区域で伐採したり、帯状又は群状

に伐採することにより複層林を造成したりするなど、伐採を空間的、時間的に分散

させる。 
   コ 集材に当たっては、林地の保全等を図るため、今治松山地域森林計画で定める「森
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林の土地の保全のため林産物の搬出方法を特定する必要のある森林及びその搬出方

法」に適合したものとするとともに、「主伐時における伐採・搬出指針の制定につい

て（令和３年３月 16 日付け２林整整第 1157 号林野庁長官通知）を踏まえ、現地に

適した方法により行う。  
 

３ その他必要な事項 

    該当なし 

 

第２ 造林に関する事項 

１ 人工造林に関する事項 

  人工造林については、植栽によらなければ的確な更新が困難な森林や公益的機能

   の発揮の必要性から植栽を行うことが適当である森林のほか、木材等生産機能の発

   揮が期待され、将来にわたり育成単層林として維持する森林において行うものとす

   る。 

（1）人工造林の対象樹種 

   適地適木を旨として、自然条件、地域における造林種苗の需給動向及び木材の利用 

状況等を勘案し、人工造林の対象樹種を以下のとおり定める。 

 また、苗木の選定にあたっては、通年植栽が可能なコンテナ苗木、成長に係る特性 

の特に優れた特定母樹や花粉発生源対策の加速化を図るための花粉の少ない苗木（無 

花粉苗木、小花粉苗木、低花粉苗木及び特定苗木をいう。）の植栽、広葉樹の導入等

に努めるものとする。 

区分 樹種名 備考 

人工造林の対象樹種 
スギ、ヒノキ、クヌギ、マツ類、ナラ類、

その他郷土樹種 
 

      注) 定められた樹種以外の樹種を植栽する場合は、林業普及指導員又は町林務担当 

       部局とも相談の上適切な樹種を選択する。 

 

（2）人工造林の標準的な方法 

ア 人工造林の樹種別及び仕立ての方法別の植栽本数 

       森林の確実な更新を図ることを旨とし、施業の効率性や自然条件を踏まえ、既往

の植栽本数や保安林の指定施業要件を勘案して実施するものとし、伐採と造林の一

貫作業システム、低密度植栽の導入に努めることとする。植栽本数は主要な樹種に

ついて既往の植栽本数を勘案して、仕立ての方法別に次表を標準とする。 

樹   種 仕立て方法 標準的な植栽本数（本／ha） 備 考 

ス   ギ 

ヒ ノ キ 

密仕立て 

中仕立て 

疎仕立て 

5,000本～3,500本 

3,500本～2,500本 

2,500本～1,000本 

 

ク ヌ ギ 
中仕立て 

疎仕立て 

3,500本～2,500本 

2,500本～1,000本 
 

マ ツ 類 
中仕立て 

疎仕立て 

3,500本～2,500本 

2,500本～1,000本 
 

 
     注)  複層林化や混交林化を図る場合の樹下植栽について、それぞれの地域において

定着している複層林や混交林に係る施業体系がある場合はそれを踏まえつつ上記

に定める植栽本数のうち、「疎仕立て」に相当する本数に下層木以外の立木の伐

採率（樹冠占有面積又は材積による率）を乗じた本数以上を標準として植栽する

ものとする。 
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また、定められた標準的な植栽本数の範囲を超えて植栽しようとする場合は、

林業普及指導員又は市町林務担当部局とも相談の上、適切な植栽本数を決定する

ものとする。 

 

イ その他人工造林の方法 

区  分 標 準 的 な 方 法 

地ごしらえの方法 
気候その他自然条件等を勘案して、全刈地ごしらえ、枝

条存置地ごしらえ等を適切に行うこととする。 

植え付けの方法 原則として正方形植えによる。 

植栽の時期 
原則として2月から4月の間及び10月から11月の間に行

う。 

 

(3)伐採跡地の人工造林すべき期間 

森林の有する公益的機能の維持及び早期回復並びに森林資源の造成を旨として、

人工造林を伴うものにあっては、当該伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日

から起算して２年以内に植栽するものとする。ただし、択伐による伐採に係るもの

については、伐採による森林の公益的機能への影響を考慮し、当該伐採が終了した

日を含む年度の翌年度の初日から起算して５年を超えない期間とする。植栽によら

なければ適確な更新が困難な森林についても同様とする。 

 

２ 天然更新に関する事項 

天然更新については、前生稚樹の生育状況、母樹の存在等森林の現況、気候、地形、

土壌等の自然条件、林業技術体系等からみて、主として天然力の活用により適確な更

新が図られる森林において行う。別添「砥部町天然更新完了基準書」により、森林の

確実な更新を図ることとする。 

(1)天然更新の対象樹種 

別添「砥部町天然更新完了基準書」別表-1 天然更新完了基準となる高木種、小

高木種の一覧のとおりとする。 

(2)天然更新の標準的な方法 

ア 天然更新の対象樹種の期待成立本数 

天然更新の期待成立本数は 7,000 本/ha、天然更新すべき立木の本数は 2,100 本

以上/ha（ただし、対象区域の 70％以上において偏りなく 3,000 本以上/ha を満た

している必要がある。また、周囲に競合する草本植生がある場合には、その競合

種の草丈に 10cm 以上の余裕高を含めた樹高を必要とする。）とする。 

 

 

 

天然下種更新については、ササや粗腐植の堆積等により更新が阻害されている箇 

    所では、枝条類の除去あるいは、かき起こしを行い、発生した稚樹の生育を促進す

るための刈出しを行うほか、更新の不十分な箇所には植込みを行うこととする。 

また、以下のような早期の更新が特に期待できない森林等については、更新補助

作業又は植栽により更新を確保することとする。 

・ 種子を供給する母樹が存在しない森林 

・ 天然稚樹の育成が期待できない森林 

樹種 期待成立本数 

(1)で示す樹種 7,000 本/ha 
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・ 面積の大きな針葉樹人工林であって、林床に木本類が見られないもののうち、

気候、地形、土壌条件、周囲の状況等により、皆伐後も木本類の侵入が期待でき

ない森林 

 

イ 天然更新補助作業の標準的な方法 

区  分 標 準 的 な 方 法 

地表処理 

 ササの繁茂や枝条、粗腐植の堆積等により、天然下種更新が阻

害されている箇所については、地表かき起こしや枝条整理等を行

い、種子の定着及び発育の促進を図るものとする。 

刈出し 

 天然稚樹の生存、生育がササ、低木、シダ類、キイチゴ類、

高茎草本等の競合植物によって阻害されている箇所について

は、稚樹の周囲を刈り払い、稚樹の成長の促進を図るものとする。 

植込み 
 天然下種更新及びぼう芽更新の不十分な箇所については、経営

目的等に適した樹種を選定して植込みを行うものとする。 

芽かき 

 ぼう芽更新を行った箇所については、目的樹種の発生状況に

より、必要に応じて優良芽を１株あたり 2～3本残すものとし、

それ以外はかきとる。 

 

ウ その他天然更新の方法 

天然更新の完了の確認については別添「砥部町天然更新完了基準書」を参考と

する。 

天然更新すべき立木の本数に満たず天然更新が困難であると判断される場合に

は天然更新補助作業又は植栽により確実に更新を図るべきものとする。 

(3) 伐採跡地の天然更新すべき期間 

森林の有する公益的機能の維持及び早期回復を旨として、伐採が終了した日を含 

む年度の翌年度の初日から起算して 5年以内とする。 

 

３ 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する事項 

  (1) 植栽によらなければ的確な更新が困難な森林の基準 
       現況が針葉樹の人工林で次の項目すべてに該当する森林については人工造林に

より的確な更新を確保する必要がある森林と見なすことができる。 
     ア 母樹となり得る高木性の広葉樹林が更新対象地よりも斜面上方に存在しない森 
     林 

イ 周囲 100m 以内に広葉樹林が存在しない森林 
ウ 林床に更新樹種が存在しない森林 

     ただし、Ⅳの１の保健機能森林の区域内の森林であって森林保健施設の設置が見 
込まれるものは除くものとする。 

     なお、天然更新の実施の可否は伐区の態様等に左右されるため、伐採及び伐採後の

造林の届出において、5ha 以上の皆伐を計画した届出書が提出された場合においては、

上記に照らして現地確認等を実施して判断することとする。 
(2) 植栽によらなければ的確な更新が困難な森林の所在 
    該当なし 

 

４ 森林法第10条の 9第 4項の規定に基づく伐採の中止又は造林をすべき旨の命令の基 

 準 
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森林法第10条の 9第 4項の規定に基づく伐採の中止又は造林をすべき旨の命令の基 

準については、次のとおり定める。 

(1) 造林の対象樹種 

ア 人工造林の場合 

1 の(1)による。 

イ 天然更新の場合 

2 の(1)による。 

(2) 育成し得る最大の立木の本数 

植栽によらなければ適確な更新が困難な森林以外の森林の伐採跡地における植

栽本数の基準は、2(2)に準じる。 

 

５ その他必要な事項 

     該当なし 

 

第３ 間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間伐及び保育 

の基準 

１ 間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法（スギ、ヒノキ等） 

森林の立木の成育の促進並びに林分の健全化及び利用価値の向上を図ることを旨と 

し、地域における既往の間伐の方法を勘案の上実施するものとし、以下を基本とする。 

初回の間伐は林冠がうっ閉し、林木相互間に競争が生じ始めた時期に行うものとし、

林齢は 20 年以上とする。その後の間伐は標準伐期齢未満の林分においては少なくとも

15 年に１回、それ以上の林分は少なくとも 20 年に 1 回、材積に係る伐採率が 35％以

下であり、かつ、伐採年度の翌年度の初日から起算しておおむね５年後においてその

森林の樹冠疎密度が10分の8以上に回復することが確実であると認められる範囲内で

行うものとする。特に育成複層林においては、適正な林分構造が維持されるよう配慮

するものとする。 

間伐の方法は、標準地調査や航空レーザー測量などにより ha 当たりの現存本数、上

層木の平均樹高を求め、上層木の平均樹高と林分適正本数から密度管理図により間伐

率、間伐本数を算出し、樹型級区分と樹間距離を目安に選木する。また、施業の省力

化・効率化の観点から、列状間伐の導入に努める。 

   但し、制限林にあっては、指定された施業要件の範囲内とする。 

 

２ 保育の種類別の標準的な方法 

保育の種類 樹 種 実 施 林 齢 回 数 

下 刈 り ス ギ 

ヒノキ 

クヌギ 

マツ類 

1 年生～10 年生の間 ５回～10 回 

つる切り ８年生～12 年生の間 ２回 

除 伐 ９年生～25 年生の間 ２回 

注） 実施時期、実施回数については、目的樹種の生育状況、植生の種類及び植生 

  高により判断し、施業体系及び現地の実態に即して適時行う。  

   

下刈りは、目的樹種の成長を阻害する草本植物等を除去し、目的樹種の健全な育成

を図るために行う。その際、作業の省力化・効率化にも留意する。 

つる切りは、つるの繁茂状況に応じて適切に行う。特に、下刈り終了から除伐まで 

の間に行う。 

除伐は、下刈り終了から間伐までの間、造林木の成長に障害を及ぼす天然木や不良 
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木、被害木を中心に行う。ただし、天然木であっても有用な樹種は、極力育成対象と

する。 

 

３ その他必要な事項 

    該当なし 

 

第４ 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項 

１ 公益的機能別施業森林の区域及び当該区域における施業の方法 

(1) 水源涵養機能維持増進森林 

（水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林） 

ア 区域の設定 

水源かん養保安林や干害防備保安林、ダム集水区域や主要な河川の上流に位置

する森林及び地域の用水源として重要なため池、湧水地、渓流等の周辺に存する

森林、水源涵養機能の評価区分が良好な森林、経営管理権及び経営管理実施権の

設定が見込まれる森林など水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を

推進すべき森林を別表１のとおり定める。 

イ 施業の方法 

施業の方法として、下層植生や樹木の根を発達させる施業を基本とし、伐期の

間隔を拡大するとともに、皆伐によるものについては、伐採面積の規模を縮小す

ることとする。 

森林の区域については、別表 2のとおり定める。 

 

森林の伐期齢の下限 

区 域 

樹 種 

スギ ヒノキ マツ類 
その他 

針葉樹 
クヌギ 

その他 

広葉樹 

砥部町全域 45 年 50 年 40 年 50 年 20 年 30 年 

備考 せき悪林地のマツ類は 45 年とする。 

    注） 標準伐期齢に対し、伐期間隔の拡大として 10 年を加えて定めた。 

 

(2)  山地災害防止機能/土壌保全機能維持増進森林、快適環境形成機能維持増進森 

林、保健文化機能維持増進森林、その他水源涵養機能維持増進森林以外の森林 

（土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は、

保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林その他水源涵養

機能維持増進森林以外の森林） 

ア 区域の設定 

     ① 山地災害防止機能/土壌保全機能維持増進森林 

土砂崩壊防備保安林、土砂流出防備保安林、なだれ防止保安林、落石防止

保安林や、砂防指定地周辺、山地災害危険地区等や山地災害の発生により人

命・人家等施設への被害のおそれがある森林、山地災害防止機能/土壌保全機

能の評価区分が良好な森林、経営管理権及び経営管理実施権の設定が見込ま

れる森林等の土地に関する災害の防止及び土壌の保全機能の維持増進を図る

ための森林施業を推進すべき森林を別表１のとおり定める。 

       ② 快適環境形成機能維持増進森林 

飛砂防備保安林、潮害防備保安林、防風保安林、防雪保安林、防霧保安林、

住民の日常生活に密接な関わりを持ち塵等の影響を緩和する森林、風害、霧

害等の気象災害を防止する効果が高い森林、快適環境形成機能の評価区分が
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高い森林、経営管理権及び経営管理実施権の設定が見込まれる森林等の快適

な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林を別

表１のとおり定める。 

③ 保健文化機能維持増進森林 

保健保安林、風致保安林、自然公園法に基づく自然公園、森林公園等の施

設を伴う森林などの住民の保健・教育的利用等に適した森林、史跡等と一体

となり優れた自然景観等を形成する森林、保健文化機能の評価区分が良好な

森林、経営管理権及び経営管理実施権の設定が見込まれる森林等の保健文化

機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林を別表１のとおり定

める。 

       ④ その他の公益的機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

        必要に応じ、その森林の有する公益的機能の維持増進を特に図るための森

林施業を推進すべき森林を別表 1のとおり定める。 

イ 施業の方法 

施業の方法として、アの①に掲げる森林においては地形・地質等の条件を考

慮した上で伐採に伴って発生する裸地化の縮小並びに回避を図るとともに天然

力も活用した施業を、アの②に掲げる森林においては風や騒音等の防備や大気

の浄化のために有効な森林の構成の維持を図るための施業を、アの③に掲げる

森林においては憩いと学びの場を提供する観点からの広葉樹の導入を図る施業

や美的景観の維持・形成に配慮した施業を、特に地域独自の景観等が求められ

る森林において、風致の優れた森林の維持又は造成のために特定の樹種の広葉

樹（以下「特定広葉樹」という。）を育成する森林施業を行うことが必要な場

合には、当該森林施業を、アの④に掲げる森林においては、当該森林において

維持増進を図るべき公益的機能に応じた施業をそれぞれ推進することとする。 

アの①から③までに掲げる森林については、原則として複層林施業を推進す

べき森林として定めることとしつつ、複層林施業によっては公益的機能の維持

増進を特に図ることができないと認められる森林については択伐による複層林

施業を推進すべき森林として定めるものとする。 

ただし、適切な伐区の形状・配置等により、伐採後の林分においてこれらの

機能の確保ができる森林は、長伐期施業を推進すべき森林として定めるものと

し、主伐を行う伐期齢の下限について、標準伐期齢のおおむね２倍として、下

表のとおり定め、伐採に伴って発生する裸地の縮小及び分散を図ることとする。 

 

長伐期施業を推進すべき森林の伐期齢の下限 

区 域 

樹 種 

スギ ヒノキ マツ類 
その他 

針葉樹 
クヌギ 

その他 

広葉樹 

砥部町全域 60 年 65 年 50 年 65 年 20 年 35 年 

備考 せき悪林地のマツ類は 60 年とする。 

注） 標準伐期齢の２倍に、おおむねとして 10 分の 8 を乗じ、5 括約で切り

上げて定めた。 

 

２ 木材生産機能維持増進森林（木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推

進すべき森林）の区域及び当該区域における施業の方法 

(1) 区域の設定 

林木の生育に適した森林、林道等の開設状況等から効率的な施業が可能な森林、木

材等生産機能の評価区分が良好な森林、経営管理権及び経営管理実施権の設定が見込
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まれる森林で、自然条件等から一体として森林施業を行うことが適当と認められる森

林について、木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林とし

て、別表 1のとおり定める。 

また、木材生産機能維持増進森林の区域のうち、林地生産力が高く、傾斜が比較的

緩やかで、林道等や集落からの距離が近い森林等を、特に効率的な森林施業が可能

な森林として、別表 1 のとおり定める。 

 

(2) 施業の方法 

          施業の方法は、木材等林産物を持続的、安定的かつ効率的に供給するため、生産目 

標に応じた造林方法及び伐採方法を選択することとする。また、間伐については、生 

産目標に応じた間伐時期等の標準を別表 3のとおりとし、植栽による確実な更新、保

育及び間伐等の実施、森林施業の集約化等を通じた効率的な森林整備を推進する。 

 なお、特に効率的な森林施業が可能な森林の区域のうち、人工林については、原則

として、皆伐後には植栽による更新を行う。ただし、アカマツの天然下種更新やコウ

ヨウザン等の萌芽更新を行う森林、砥部町天然更新完了基準書で示されているぼう芽

更新が期待できる樹種の森林、鉄塔・電線・標識等にかかる森林など例外を除く。 
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【別表 1】 

区分 森林の区域 面積(ha) 

水源涵養機能維持増進森林 林班 1～42 

林班 43 小班 4 

林班 43 小班 7～10 

林班 43 小班 12～17 

林班 43 小班 19～23 

林班 43 小班 25～38 

林班 43 小班 40～75 

林班 44～45 

林班 46 小班 26～27 

林班 46 小班 213～217 

林班 46 小班 221 

林班 47 

林班 49～50 

林班 51 小班 65 

林班 51 小班 113 

林班 51 小班 115 

林班 51 小班 123 

林班 51 小班 124 

林班 53 

林班 54 小班 3～4 

林班 55 小班 146～147 

林班 57～58 

林班 60 小班 28～32 

林班 60 小班 34～35 

林班 60 小班 37～61 

林班 60 小班 63～111 

林班 61～65 

林班 101～106 

林班 107 小班 2～65 

林班 107 小班 67～89 

林班 107 小班 91～100 

林班 108 班 2～96 

林班 108 小班 98～123 

林班 109～林班 155 

6,519.75 

山地災害防止機能/土壌保全機能

維持増進森林 

林班 43 小班 24 

林班 46 小班 1～2 

林班 46 小班 4～7 

林班 46 小班 9～11 

林班 46 小班 13 

林班 46 小班 15 

林班 46 小班 18～25 

林班 46 小班 34～159 

林班 46 小班 162～212 

林班 46 小班 218～220 

林班 48 

林班 51 小班 1～64 

423.82 

-15-



 

林班 51 小班 66～102 

林班 51 小班 104～112 

林班 51 小班 114 

林班 51 小班 116～122 

林班 51 小班 125～146 

林班 52 

林班 54 小班 1～2 

林班 54 小班 5～163 

林班 55 小班 1～145 

林班 56 

林班 59 

林班 60 小班 33 

林班 107 小班 66 

林班 107 小班 90 

林班 108 小班 1 

林班 108 小班 97 

快適環境形成機能維持増進森林 該当なし  

保健文化機能維持増進森林 該当なし  

その他の公益的機能の維持増進を

図るための森林施業を推進すべき

森林 

該当なし 

 

木材生産機能維持増進森林 林班 1～52 

林班 55～59 

林班 61～65 

林班 101～106 

林班 107 小班 2～89 

林班 107 小班 91～100 

林班 108 小班 1～4 

林班 108 小班 9～27 

林班 108 小班 29～96 

林班 108 小班 98～123 

林班 109～155 

6,808.69 

 

 内、特に効率的な森林施業

が可能な森林 

林班 101～106 

林班 107 小班 2～89 

林班 107 小班 91～100 

林班 108 小班 1～4 

林班 108 小班 9～27 

林班 108 小班 29～96 

林班 108 小班 98～123 

林班 109～112 

林班 124～133 

林班 141 

1,500.59 
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【別表 2】 

施業の方法 森林の区域 面積(ha) 

伐期の延長を推進すべき森林 林班 1～42 

林班 43 小班 4 

林班 43 小班 7～10 

林班 43 小班 12～17 

林班 43 小班 19～23 

林班 43 小班 25～38 

林班 43 小班 40～75 

林班 44～45 

林班 46 小班 26～27 

林班 46 小班 213～217 

林班 46 小班 221 

林班 47 

林班 49～50 

林班 51 小班 65 

林班 51 小班 113 

林班 51 小班 115 

林班 51 小班 123 

林班 51 小班 124 

林班 53 

林班 54 小班 3～4 

林班 55 小班 146～147 

林班 57～58 

林班 60 小班 28～32 

林班 60 小班 34～35 

林班 60 小班 37～61 

林班 60 小班 63～111 

林班 61～65 

林班 101～106 

林班 107 小班 2～65 

林班 107 小班 67～89 

林班 107 小班 91～100 

林班 108 班 2～96 

林班 108 小班 98～123 

林班 109～林班 155 

6,519.75 

長伐期施業を推進すべき森林 林班 43 小班 24 

林班 46 小班 1～2 

林班 46 小班 4～7 

林班 46 小班 9～11 

林班 46 小班 13 

林班 46 小班 15 

林班 46 小班 18～25 

林班 46 小班 34～159 

林班 46 小班 162～212 

林班 46 小班 218～220 

林班 48 

林班 51 小班 1～64 

423.82 
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林班 51 小班 66～102 

林班 51 小班 104～112 

林班 51 小班 114 

林班 51 小班 116～122 

林班 51 小班 125～146 

林班 52 

林班 54 小班 1～2 

林班 54 小班 5～163 

林班 55 小班 1～145 

林班 56 

林班 59 

林班 60 小班 33 

林班 107 小班 66 

林班 107 小班 90 

林班 108 小班 1 

林班 108 小班 97 

 

複層林施業

を推進すべ

き森林 

複層林施業を推進すべき森林

（択伐によるものを除く） 
該当なし 

 

 

 

 

択伐による複層林施

業を推進すべき森林 
該当なし 

 

特定広葉樹の育成を行う森林施業を推進す

べき森林 
該当なし 

 

 

 

【別表 3】 

樹 

種 
生産目標 

間 伐 時 期 （年） 
間 伐 の 方 法 

初 回 ２回目 ３回目 ４回目 

ス

ギ 

心持柱材生産 13 20 28  

  
間伐は林冠がうっ閉し、林木相

互間に競争が生じ始めた時期に
開始するものとする。 
 この表は、スギが地位指数 19、
ヒノキが地位指数 14 の林分を対
象にしたものであり、地位の良
否、植栽本数の多少等により時期
等を調整すること。 
 間伐の方法は、標準地調査によ
り ha 当たりの現存本数、上層木
の平均樹高を求め、上層木の平均
樹高と林分適正本数から密度管
理図により間伐率、間伐本数を算
出し、樹型級区分と樹間距離を目
安に選木する。材積に係る間伐率
は 35％以下とし、おおむね 5 年
後の樹冠疎密不度が 10 分の 8 以
上に回復する範囲で行うものと
する。 
 但し、制限林にあっては、指定
された施業要件の範囲内とする。 

一般建築材生産 15 23 32  

ヒ

ノ

キ 

心持柱材生産 16 24 33  

一般建築材生産 20 30 40  

 

３ その他必要な事項 

(1) 施業実施協定の締結の促進方法 

該当なし 

(2) その他 

   該当なし 
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第５ 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項 

１ 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大に関する方針 

「提案型集約化施業」の取り組みをさらに進めるとともに、放置森林や不在村者の

森林については、森林所有者に変わり、県、町や森林組合が連携し、「所有と経営

の分離」や「長期の施業受委託」などにより施業を代行する体制を整備することに

より、経営規模の拡大に取り組むこととする。 

 

２ 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大を促進するための方策 

森林所有者間の合意形成に努め、森林所有者等へ施業や経営の受委託の働きかけを

積極的に行い、意欲と実行力のある森林組合等の林業経営体や林業事業体への施業・

経営の集約化を図る。その際、長期的な施業委託等が円滑に進むよう、施業内容やコ

ストを明示する提案型の施業の普及及び定着を促進し、また、地域協議会の開催や所

有者情報の利用体制の整備など、砥部町、森林組合等を交えた一体的な取組みを図る

こととする。 

 

３ 森林の経営の受委託等を実施する上で留意すべき事項 

森林所有者等は森林経営委託契約等を締結するにあたり、自己所有林は、将来にわ

たり継続して管理するべきものであることに留意すること。 

 

 ４ 森林経営管理制度の活用に関する事項 

 森林所有者が自ら森林組合等に施業の委託を行うなどにより森林の経営管理を実行

することができない場合には、森林経営管理制度の活用を図り、森林所有者から経営

管理権を取得した上で、林業経営に適した森林については意欲と能力のある林業経営

者に経営管理実施権を設定するとともに、経営管理実施権の設定が困難な森林及び当

該権利を設定するまでの間の森林については、森林環境譲与税を活用しつつ、市町村

森林経営管理事業を実施することにより、適切な森林の経営管理を推進する。 

砥部町では森林所有者に対して意向調査を行い、実施環境の整備に努めている。 

経営管理権集積計画又は経営管理実施権配分計画の作成に当たっては、本計画に定

められた公益的機能別施業森林や木材の生産機能維持増進を図るための森林施業を推

進すべき森林等における施業の方法との整合性に留意する。 

 

５ その他必要な事項 

   該当なし 

 

第６ 森林施業の共同化の促進に関する事項 

１ 森林施業の共同化の促進に関する方針 

  森林の所有形態が、5ha 未満の小規模森林所有者が森林面積の多数を占めているう

え、森林所有者の高齢化が進んでいる現状がある。これらの森林を、地形的なまとま

りで面的に集約し、施業の共同化を行なうため、砥部町、森林組合、森林所有者等が

地域ぐるみで推進体制を整備する。 

 

２ 施業実施協定の締結その他森林施業の共同化の促進方策 

          森林管理の重要性の周知と経営への参画意欲の拡大を目的とした、地区集会の開

催や不在村森林所有者への積極的な呼びかけなど、森林所有者の意識啓発を行う一

方で、生産コスト及び労働力の低減を図るための林道、林業専用道又は森林作業道

の路網整備を行い、これらの一体的な取組みにより共同化を促進する。このために

は、砥部町、県（林業普及指導員）、森林組合、林業事業体等の地域の関係者が連
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携を図り、計画的・組織的に実施することとする。 

   

３  共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項 

  共同して森林施業を実施しようとする者（以下「共同施業実施者」という。）は、

一体として効率的に施業を実施するのに必要な作業道、土場、作業場等の施設の設

置及び維持管理の方法並びに利用に関し必要な事項を明確にすることとする。 

共同施業実施者は、共同して実施しようとする施業の種類に応じ、労務の分担又

は相互提供、林業事業体等への共同による施業委託、種苗その他の共同購入等共同

して行う施業の実施方法をあらかじめ明確にすることとする。 

共同施業実施者が、上記の明確にした事項について遵守しないことで、他の共同

施業実施者に不利益を被らせ又は森林施業の共同化の効率性が損なわれることのな

いよう、施業の共同実施の実効性を担保させるための措置を取るものとする。 

 

４ その他必要な事項 

  該当なし 

 

第７ 作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項 

１ 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムに関する事項 

傾斜等の自然条件、事業量のまとまり等地域の特性に応じて、環境負荷の低減に配慮

しつつ、開設および改修を進める。また、林業の収益性向上を図るため、高性能林業

機械や作業システムの導入を考慮するなど、地域の実情に応じた基盤整備を推進する。 

育成単層林等において施業等の効率化に必要な路網を整備し、天然生林等において 

は管理に必要となる最小限の路網を整備又は現存の路網を維持するなど、森林の利用

形態や地形・地質等に応じ丈夫で簡易な規格・構造を柔軟に選択するとともに、森林

施業の優先順位に応じた整備を推進する。 

路網密度の水準については、下表のとおりとするが、これは木材搬出予定箇所に適 

用するものとし、尾根、渓流、天然林等の除地には適用しないこととする。 

 

区分 作業システム 
路網密度（m/ha） 

基幹路網 細部路網 合計 

緩傾斜地 

（0°～15°） 
車両系作業システム 30～40 70～210 110 以上 

中傾斜地 

（15°～30°） 

車両系作業システム 
23～34 

52～165 85 以上 

架線系作業システム 2～41 25 以上 

急傾斜地 

（30°～35°） 

車両系作業システム 
16～26 

35～124 60〈50〉以上 

架線系作業システム 0～24 20〈15〉以上 

急峻地 

（35°～  ） 
架線系作業システム 5～15 - 5 以上 

注１：「架線系作業システム」とは、林内に架設したワイヤーロープに取り付け 

た搬器等を移動させて木材を吊り上げ集積するシステム。タワーヤーダ等 

を活用する。 

２：「車両系作業システム」とは、林内にワイヤーロープを架設せず、車両系 

の林業機械による林内の路網を移動しながら木材を集積、運搬するシステ 

ム。フォワーダ等を活用する。 
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     ３：「急傾斜地」の〈 〉書きは、広葉樹の導入による針広混交林化など育成 

       複層林へ誘導する森林における路網密度である。 

 

２ 路網整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域に関する事項 

計画期間内に路網整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域（路網整備等推進

区域）を設定する。 

   

  ３ 作業路網の整備に関する事項 

（1） 基幹路網に関する事項 

ア 基幹路網の作設にかかる留意点 

安全の確保、土壌の保全等を図るため、適切な規格・構造の路網の整備を図る

観点等から、林道規程（昭和 48 年 4 月 1 日付け 48 林野道第 107 号林野庁長官通

知）又は林業専用道作設指針（平成 22 年 9 月 24 日付け 22 林整整第 602 号林野庁

長官通知）を基本として県が定める林業専用道作設指針に則り開設することとす

る。 

    イ 基幹路網の整備計画 

基幹路網の開設に当たっては、自然条件や社会的条件が良好であり、将来にわ

たり育成単層林として維持する森林を主体に整備を加速化させるなど、森林施業

の優先順位に応じた整備を推進することとする。 

 

 

 ウ 基幹路網の維持管理に関する事項 

「森林環境保全整備事業実施要領」（平成 14 年 3 月 29 日付け 13 林整整第 885

号林野庁長官通知）、「民有林林道台帳について」（平成 8年 5月 16 日付け 8林

野基第 158 号林野庁長官通知）等に基づき、管理者を定め、台帳を作成して適切

に管理するものとする。 

(2) 細部路網の整備に関する事項 

ア 細部路網の作設に係る留意点 

継続的な使用に供する森林作業道の開設について、基幹路網との関連の考え方

や丈夫で簡易な規格・構造の路網を整備する観点等から、森林作業道作設指針（平

成 22 年 11 月 17 日付け 22 林整整第 656 号林野庁長官通知）を基本として県が定

める森林作業道作業指針に則り開設することとする。 

イ 細部路網の維持管理に関する事項 

  森林作業道作設指針等に基づき、森林作業道を開設、改良した場合は森林作業   

道台帳に整理し、継続的に利用できるよう適正に管理するものとする。 

 

開設/ 

拡張 
種類 (区分) 

位置 

(字、林

班等) 

路線名 

延長(m)

及び箇

所数 

利用

区域 

面積

(ha) 

うち前

半5年分 

対図

番号 
備考 

開設 
自動

車道 
林道 

砥部町

川登 

万年鵜

崎線 
3,366 238 〇 ①  

開設 

計 
    3,366 238    

拡張 改良 林道 
砥部町

川登 

障子山

線 
10  〇 ②  

拡張 

計 
    10     
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４ その他必要な事項 

該当なし 

 

第８ その他必要な事項 

１ 林業に従事する者の養成及び確保に関する事項 

  森林組合及び近年増加の傾向にある民間林業事業体は、流域林業の担い手の中心的

な役割を果たしていることから、森林施業の共同化により生産性の向上と安定的な事

業量確保を促進し、経営基盤の強化を図ることとする。 

県普及事業、県森林組合連合会等による実践教育による人材育成と、就労環境や

雇用条件の改善を図り、新規就業者への支援体制を整備することなどにより、若者

層を中心とした林業就業者の確保・育成や女性等の活躍・定着、外国人材の適正な

受け入れ等を図ることとする。 

 

２ 森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関する事項 

 森林施業の効率化や作業の省力化・軽労化等を推進するため、また、森林を維持管

理し、多様な機能の発揮を図るために、地域に適した高性能林業機械による作業を組

み合わせ、一体となった生産基盤の整備を促進することとする。また、各種補助事業

を活用することにより高性能林業機械の導入を促進することとする。加えて、林業生

産性の向上のため、各種研修制度を活用してオペレーターの養成を促進することとす

る。 

 

    高性能機械を主体とする林業機械の導入目標 

     作業の種類 現状（参考） 将 来 

伐 倒 
チェーンソー・フェラバンチ

ャ（２）・ハーベスタ（２） 

チェーンソー・フェラバンチ

ャ（３）・ハーベスタ（３） 

造 材 
チェーンソー・ 

ハーベスタ（２） 

チェーンソー・ 

ハーベスタ（３） 

集 材 

林内作業車・小型集材機・グ

ラップル（２）・フォワーダ

（１） 

林内作業車・小型集材機・ 

フォワーダ（２）・グラップ

ル（３） 

造 林・ 

保育等 

地ごしらえ・

下刈り 
チェーンソー・刈払機・人力 チェーンソー・刈払機・人力 

 

３ 林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項 

木材の利用拡大を図るため、木材製造業者による連携、規模拡大による効率的な生 

   産や品質管理を徹底し、低コストで品質・性能の確かな製品の安定供給体制を整備し、

木材の安定的な需要を確保することとする。 

また、需要に応じた原木を的確かつ迅速に安定供給するため、供給サイドと需要サ  

イドの情報を共有することにより、多様化する流通形態に対応できる体制を整備する

こととする。 

さらに、合法性伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律（平成 28 年法律第 48

号）に基づき、木材関連事業者による合法性の確認等の実施及び合法性確認木材等の

取扱数量の増加等の取組を着実に進める。 
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 林産物の生産（特用林産物）・流通・加工・販売施設の整備計画 

施設の種類 
現 状（参考） 計   画  

備 考  位 置 規 模 対図番号 位 置 規 模 対図番号 

  製 材 施 設 高 市  1,000 ㎡ Ⓐ  

 

   

 椎茸加工施設 総 津   251 ㎡ Ⓑ     

 

Ⅲ 森林の保護に関する事項 

 第１ 鳥獣害の防止に関する事項 

  １ 鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法 

   (1) 区域の設定 

      該当なし 

   (2) 鳥獣害の防止の方法 

      該当なし 

 

  ２ その他の必要な事項 

     鳥獣害の状況を把握するため、県、町及び森林組合等関係者が連携して被害の

把握に努める。 

   

第２ 森林病害虫の駆除及び予防、火災の予防、その他森林の保護に関する事項 

１ 森林病害虫等の駆除及び予防の方法 

(1) 森林病害虫等の駆除及び予防の方針及び方法 

森林病害虫等の駆除及び予防については、森林病害虫等による被害の未然防止、

早期発見及び早期駆除等に努めることとする。 

なお、森林病害虫等のまん延のため緊急に伐倒駆除する必要が生じた場合等につ 

いては、伐採の促進に関する指導等を行うことがある。 

 (2) その他 

森林病害虫等による被害の未然防止、早期発見及び薬剤等による早期駆除などに

向け、県、町、森林組合、森林所有者等が連携して被害対策や被害監視から防除実

行を行うこととする。 

 

２ 鳥獣害対策の方法（第１に掲げる事項を除く。） 

  第１の１（１）において定める対象鳥獣以外の鳥獣による森林被害及び鳥獣害防止

森林区域外における対象鳥獣による森林被害について、被害の動向等を踏まえた被害

対策及び野生鳥獣との共存に配慮した森林整備を行うこととする。 

 

３ 林野火災の予防の方法 

林野火災の防止のため、防火線の設置、初期防火用水の整備等を行い、防火対策の

ために地域住民に対する普及啓発を行うこととする。 

 

４ 森林病害虫の駆除等のための火入れを実施する場合の留意事項 

砥部町火入れに関する条例に従って許可を受けて行うものとする。 

 

５ その他必要な事項 

(1) 病虫害の被害を受けている等の理由により伐採を促進すべき森林 

該当なし 

-23-



 

  (2) その他 

該当なし 

  

Ⅳ 森林の保健機能の増進に関する事項 

１ 保健機能森林の区域 

     該当なし 

 

   ２ 保健機能森林の区域内の森林における造林、保育、伐採その他の施業の方法に関

する事項 

       該当なし  

 

  ３ 保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備に関する事項 

保健休養施設の整備 
      該当なし 
 

４ その他必要な事項 

     該当なし 

 

Ⅴ その他森林の整備のために必要な事項  

１ 森林経営計画の作成に関する事項 

 (1) 森林経営計画の記載内容に関する事項 

森林経営計画を作成するにあたっては、次に掲げる事項について適切に計画すべ

きものとする。 

  ア Ⅱの第 2 の 3 の植栽によらなければ適確な更新が困難な森林における主伐後 

の植栽 

   イ Ⅱの第 4 の公益的機能別施業森林等の整備に関する事項 

  ウ Ⅱの第 5 の 3 の森林の経営の受委託等を実施する上で留意すべき事項及び 

Ⅱの第 6の 3 の共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項 

  エ Ⅲの森林の保護に関する事項 

  なお、経営管理実施権が設定された森林については、森林経営計画を樹立して適

切な施業を確保するため、経営管理実施権配分計画を公告した後、林業経営者は当

該森林について森林経営計画の作成に努めるものとする。 

 

 

 (2) 森林法施行規則第 33 条第 1号ロの規定に基づく区域 

区域名 林班 区域面積（ha） 

砥部東 1～3、7～10、27～30、34～43、65 1,284.49 

川 登 4～6、11～26、31～33 1,129.50 

砥部西 44～64 745.54 

高 市 101～112 805.23 

総 津 113～117、123、150、155 534.45 

中野川 118～122 352.71 

玉 谷 124～133、141 695.24 

満 穂 134～140 531.09 

仙 波 142～149 550.29 

多居谷 151～154 340.39 
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    ２ 生活環境の整備に関する事項 

該当なし 

 

３ 森林整備を通じた地域振興に関する事項 

該当なし 

 

４ 森林の総合利用の推進に関する事項 

     該当なし 

 

５ 住民参加による森林の整備に関する事項 

(1) 地域住民参加による取組に関する事項  

         平成17年度から平成19年度にかけて「砥部町民の森 木楽里」（川登地区の銚 

子ダム横町有林）で住民参加による植樹を実施しており、森林とふれあい、森林 

を身近に感じる機会となるような住民に親しまれる森づくりを進めている。 

(2) 上下流連携による取組に関する事項 

     砥部川は周辺地域の水源として重要な役割を担っており、水源地域での下流住 

民の森林ボランティア等の参加を積極的に働きかけるものとする。また、下流域

における漁業の振興のため、広葉樹の植栽を積極的に推進する。 

(3) その他  

        該当なし 

 

  ６ 森林経営管理制度に基づく事業に関する事項 

   計画期間内における市町村森林経営管理事業計画 

区域 作業種 面積 備考 

林班 1～4、6、11～33、41 保育間伐 260ha  

 

７ その他必要な事項 

(1) えひめ森林・林業再生プランの推進について 

県においては、木材の循環利用と健全な森林づくりを目指す「えひめ森林・林業

振興プラン」を策定している。 

本県では、戦後、植林された人工林が本格的な利用期を迎えていることから、新

たな木材需要の創出、県産材の安定的かつ効率的な供給体制の構築を図り、地域に

おける豊富な森林資源を循環利用することで林業を地域の成長産業に育成し、自立

的で持続的な山村社会を創生する。また、森林の整備・保全等を通じた森林吸収源

対策を推進するとともに、森林の有する多面的機能の維持・向上を図り、健全な森

林を次世代へ継承する。 

この振興プランについては、県民の理解のもと、森林・林業・木材産業に関わる

全ての者が一丸となり、チーム愛媛として進むべき方向性を示すものであり、その

実現に向け、県や森林組合等関係者と連携し、振興プランの目標達成のため、積極

的に参画・支援していくこととする。 

 (2) 森林施業の技術及び知識の普及指導に関する事項 

       森林施業の円滑な実行確保を図るため、県等の指導機関、森林組合との連携を    

より密にし、普及啓発、経営意欲の向上に努める。 

(3) 町有林の整備 

       本町は、１７９ha の森林を所有しており、適正な保育・間伐等を計画的に実施    

する。 

(4) 制限林に関する事項 
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      保安林その他法令により制限を受けている森林においては、当該制限に従うこ

とする。 

(5) 環境保全の観点から保全すべき森林に関する事項 

保全すべき森林が所在する地域においては、住民の意識啓発をはかるとともに

住民の参加による機能の維持・回復のための植栽等の実施に努める。 
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砥部町天然更新完了基準書 

 

 

 

伐採跡地における、天然更新の完了を判断する基準は、この基準書により実施するもの

とする。 

  

１ 更新対象地 

  本基準の対象とする森林は、「伐採及び伐採後の造林の届出書」及び「森林経営計画書」

において天然更新を実施予定とする伐採跡地、更新状況を判定する必要がある過去の伐

採跡地等のほか、人工造林を計画したが結果的に天然更新が進行した箇所や、気象害等

の被害跡地において天然更新が進行した箇所とする。 

  なお、砥部町森林整備計画で定められる「植栽によらなければ適確な更新が困難な森

林」では、天然力による更新が期待できないため、原則として、天然更新を計画しない

ものとする。 

 

２ 更新対象樹種 

  後継樹の天然更新対象樹種は、シイ類、カシ類、ナラ類（ウバメガシを含む）、シデ類、

タブノキ類、マツ類等高木性及び小高木性の別表―１に掲げる樹種とする。ただし、当

該樹種に近縁で生態的性質が同一の種を含むものとする。 

 

３ 天然更新及び天然更新補助作業 

（１）天然更新及び天然更新補助作業の標準的な方法は、次のとおり定めるものとする。 

ア． 天然更新の標準的な方法 

【天然下種更新】 

天然力により種子を散布し、その発芽、成長を促して更新樹種を成立させるため

に行うものとする。 

【ぼう芽更新】 

樹木を伐採し、その根株からのぼう芽を促して更新樹種を成立させるために行う

ものとする。なお、ぼう芽更新の場合、別表－１に示す「ぼう芽更新が期待できな

い樹種」は避けること。また、更新が完了していない若齢な広葉樹林や大径化した

広葉樹二次林（根元直径 40cm以上、おおむね 80年生以上）は、ぼう芽更新が不可

能な森林として扱うのが適当である。 

イ．天然更新補助作業の標準的な方法 

【地表処理】 

ササや粗腐植の堆積等により天然下種更新が阻害されている箇所について、種子

の確実な定着と発芽を促し、更新樹種が良好に生育できる環境を整備するために地

表かき起こし、枝条整理等を行うものとする。 

【刈出し】 

ササ、低木、シダ類、キイチゴ類、高茎草本等の競合植物により更新樹種の生存、
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生育が阻害されている箇所について刈払い等を行うものとする。 

【植込み】 

更新樹種の生育状況等を勘案し、天然更新が不十分な箇所に必要な本数を植栽す

るものとする。 

 

（２）自然に推移させると更新の完了した状態にならないと判断される場合には、天然更 

新補助作業を実施するものとする。 

 

４ 更新が完了した状態（更新完了基準） 

（１）更新対象樹種の樹高については、次の条件をすべて満たす幼樹、若齢木、ぼう芽等

を以って対象個体とする。 

  ア．樹高が０．３ｍ以上であること。 

イ．周囲にススキ、シダ等の競合する草本植生がある場合には、その競合種の草丈に

１０ｃｍ以上の余裕高を含めた樹高を有していること。 

   

（２）更新においては、期待成立本数をヘクタール当たり７，０００本とし、その１０分

の３であるヘクタール当たり２，１００本を天然更新すべき立木の本数とする。この

とき、５の更新調査により、ヘクタール当たり３，０００本以上成立する割合となる

プロット数が、全プロット数の７０％以上（出現率７０％以上）となる状態をもって

更新完了とする。ただし、この場合、尾根部、中腹部、沢部において極端な偏りがあ

ってはならない。 

また、植栽等の追加的な更新補助作業の実施により、出現率７０％以上の状態が確

保された場合には、その時点をもって更新完了とみなす。 

 

（３）上記の条件を満たす場合であっても、獣害等により健全な生育が期待できない恐れ

がある場合には、適切な対策を実施すること。 

 

 

５ 更新調査 

（１）調査は、砥部町が行い、更新が完了した状態を確認する。 

（２）更新調査は、次の対象面積区分ごとの方法で実施する。 

  ア．対象面積が１ｈａ未満の場合 

 原則として目視による調査を行い、明らかに更新の判定基準を満たしていれば完

了とする。この場合、写真を記録に用いること。ただし、容易に判別できない場合

には、イ．に示す方法に準じること。 

  イ．対象面積が１ｈａ以上５ｈａ未満の場合 

 対象森林を尾根部、中腹部、沢部に分け、それぞれに帯状標準地（２ｍ×３０ｍ）

を設定し、この標準地の中に、３個から４個の調査プロット（２ｍ×５ｍ）を任意

に設け、合計１０個（尾根部３個、中腹部４個、沢部３個など、地形等に応じて適

宜）の調査プロットを設定する。個々の調査プロットに、３本以上の更新樹種が確
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認できればそのプロットは更新成立とし、出現率７０％以上（更新成立プロットが

７個以上）で更新完了とする。 

  ウ．対象面積が５ｈａ以上の場合 

 ５ｈａごとにイ．の方法を繰り返し実施するものとする（例：１２ｈａの場合、

５ｈａ、５ｈａ、２ｈａに分けるなど）。この場合、それぞれで更新完了を確認する

ことが必要であり、更新が完了されていない場合は、当該部のみを未完了とみなす。 

  エ．その他 

 イ．及びウ．においては、明らかに更新の判定基準を満たしている場合には目視

による調査も可能とするが、１ｈａごとに更新の状況を判定し、また、更新の状況

が明確に分かる写真を記録に用いること。また、更新が完了されていない箇所が内

在する場合には、適宜完了地・未完了地を分割して整理すること。 

（３）調査は、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して５年を経過する

日までに行うものとする。 

ただし、ぼう芽更新の場合、ぼう芽稚樹の成長に優劣が出てくる伐採後１年から２

年までの間に目視調査を行い、天然更新補助作業の必要性を判断する方法も併せて検

討すること。 

（４）更新調査野帳の様式については、別紙のとおりとする。 

（５）調査における樹木の判別などは、必要に応じて林業普及指導員等の協力を得て実施

することができる。 

 

６ 更新が未完の場合 

  ５の調査により、更新が未了と判断された場合にあっては、伐採が終了した日を含む

年度の翌年度の初日から起算して７年を経過する日までに天然更新すべき立木の本数

を満たすよう天然更新補助作業または植栽を行うものとし、実施後に改めて更新調査を

行うものとする。 

 

７ 記録の保管 

  更新調査を実施した場合は、確認調査後、野帳若しくは写真を５年間保管しておくも

のとする。 

 

８ その他 

  本基準書は、砥部町における天然更新の完了の判断に必要な事項やその具体的な指針

を定めるものであるが、伐採及び伐採後の造林の届出、森林経営計画並びに無届伐採に

関する命令等の基準は、砥部町森林整備計画に依拠しており、天然更新完了基準書の内

容が砥部町森林整備計画に反映されることにより基準として効力を持つものである。 
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区分 科　名 属　名 対象樹種
シナノキ ﾍﾗﾉｷ、ｼﾅﾉｷ

広葉樹 アオギリ ｱｵｷﾞﾘ
アワブキ アワブキ ｱﾜﾌﾞｷ、ﾔﾏﾋﾞﾜ

カクレミノ ｶｸﾚﾐﾉ
ウコギ ｺｼｱﾌﾞﾗ
タカノツメ ﾀｶﾉﾂﾒ
ハリギリ ﾊﾘｷﾞﾘ(○)

ウルシ ウルシ ﾇﾙﾃﾞ、ﾔﾏｳﾙｼ、ﾊｾﾞﾉｷ、ﾔﾏﾊｾﾞ
エゴノキ ｴｺﾞﾉｷ(○)、ﾊｸｳﾝﾎﾞｸ、ｺﾊｸｳﾝﾎﾞｸ
アサガラ ｱｻｶﾞﾗ、ｵｵﾊﾞｱｻｶﾞﾗ

カエデ
ｱｻﾉﾊｶｴﾃﾞ、ｲﾛﾊﾓﾐｼﾞ、ｵｵﾓﾐｼﾞ(×)、ｺﾊｳﾁﾜｶｴﾃﾞ、ﾋﾅｳﾁﾜｶｴﾃﾞ､ｵｵｲﾀﾔﾒｲｹﾞﾂ、

ｳﾘｶｴﾃﾞ、ｳﾘﾊﾀﾞｶｴﾃﾞ(○)、ﾎｿｴｶｴﾃﾞ、ｺﾐﾈｶｴﾃﾞ、ﾅﾝｺﾞｸﾐﾈｶｴﾃﾞ、ﾃﾂｶｴﾃﾞ、

ﾁﾄﾞﾘﾉｷ、ｲﾀﾔｶｴﾃﾞ(○)、ﾒｸﾞｽﾘﾉｷ、ﾐﾂﾃﾞｶｴﾃﾞ
ムクロジ ﾑｸﾛｼﾞ

カキノキ カキノキ ｶｷﾉｷ、ﾘｭｳｷｭｳﾏﾒｶﾞｷ
カツラ カツラ ｶﾂﾗ

ハンノキ ﾋﾒﾔｼｬﾌﾞｼ、ﾔｼｬﾌﾞｼ､ｵｵﾊﾞﾔｼｬﾌﾞｼ､ﾊﾝﾉｷ、ｹﾔﾏﾊﾝﾉｷ、ﾔﾏﾊﾝﾉｷ、ｶﾜﾗﾊﾝﾉｷ
カバノキ ﾀﾞｹｶﾝﾊﾞ、ﾐｽﾞﾒ
アサダ ｱｻﾀﾞ
クマシデ ｻﾜｼﾊﾞ(○)、ｸﾏｼﾃﾞ、ｲﾇｼﾃﾞ(○)、ｱｶｼﾃﾞ
クスノキ ｸｽﾉｷ、ﾔﾌﾞﾆｯｹｲ(○)

シロダモ ｼﾛﾀﾞﾓ(○)、ｲﾇｶﾞｼ
タブノキ ﾀﾌﾞﾉｷ、ﾎｿﾊﾞﾀﾌﾞ
ハマビワ ﾊﾏﾋﾞﾜ、ｶｺﾞﾉｷ(○)

バリバリノキ ﾊﾞﾘﾊﾞﾘﾉｷ
クロモジ ｶﾅｸｷﾞﾉｷ
クルミ ｵﾆｸﾞﾙﾐ

サワグルミ ｻﾜｸﾞﾙﾐ
ノグルミ ﾉｸﾞﾙﾐ

クロウメモドキ ｸﾛｶﾝﾊﾞ、ｸﾛｳﾒﾓﾄﾞｷ
ケンポナシ ｹﾝﾎﾟﾅｼ、ｹｹﾝﾎﾟﾅｼ
ヨコグラノキ ﾖｺｸﾞﾗﾉｷ
ネコノチチ ﾈｺﾉﾁﾁ
クワ ｹｸﾞﾜ､ﾔﾏｸﾞﾜ
コウゾ ｶｼﾞﾉｷ
イチジク ｱｺｳ

キリ キリ ｷﾘ
サクラソウ ツルマンリョウ ﾀｲﾐﾝﾀﾁﾊﾞﾅ
シキミ シキミ ｼｷﾐ
シソ クサギ ｸｻｷﾞ

ハマクサギ ﾊﾏｸｻｷﾞ
センダン センダン ｾﾝﾀﾞﾝ
ツツジ ネジキ ﾈｼﾞｷ

ツバキ ﾔﾌﾞﾂﾊﾞｷ、ｻｻﾞﾝｶ
ナツツバキ ﾅﾂﾂﾊﾞｷ、ﾋﾒｼｬﾗ
ヒサカキ ﾊﾏﾋｻｶｷ、ﾋｻｶｷ
アブラギリ ｱﾌﾞﾗｷﾞﾘ
シラキ ｼﾗｷ

アカメガシワ ｱｶﾒｶﾞｼﾜ
トチノキ トチノキ ﾄﾁﾉｷ(×)

ニガキ ニガキ ﾆｶﾞｷ
ムクノキ ﾑｸﾉｷ
エノキ ｴｿﾞｴﾉｷ、ｴﾉｷ(○)、ｺﾊﾞﾉﾁｮｳｾﾝｴﾉｷ
ケヤキ ｹﾔｷ(○)

ニレ ﾊﾙﾆﾚ(○)、ｵﾋｮｳ、ｱｷﾆﾚ
ハイノキ ハイノキ ﾊｲﾉｷ(○)、ﾐﾐｽﾞﾊﾞｲ、ｶﾝｻﾞﾌﾞﾛｳﾉｷ、ｸﾛﾊﾞｲ

サクラ ｲﾇｻﾞｸﾗ、ｳﾜﾐｽﾞｻﾞｸﾗ、ﾊﾞｸﾁﾉｷ、ﾘﾝﾎﾞｸ、ﾐﾔﾏｻﾞｸﾗ、ｴﾄﾞﾋｶﾞﾝ、ｶｽﾐｻﾞｸﾗ、ﾔﾏｻﾞｸﾗ
ザイフリボク ｻﾞｲﾌﾘﾎﾞｸ
ナナカマド ﾅﾅｶﾏﾄﾞ、ｱｽﾞｷﾅｼ、ｳﾗｼﾞﾛﾉｷ
カナメモチ ｶﾅﾒﾓﾁ
カマツカ ｶﾏﾂｶ
リンゴ ｽﾞﾐ
ナシ ﾔﾏﾅｼ

フサザクラ フサザクラ ﾌｻｻﾞｸﾗ
ブナ ｲﾇﾌﾞﾅ(○)、ﾌﾞﾅ

コナラ
ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ、ｸﾇｷﾞ(○)、ｱﾍﾞﾏｷ、ｶｼﾜ、ﾐｽﾞﾅﾗ(○)、ｺﾅﾗ(○)、ﾅﾗｶﾞｼﾜ、ｲﾁｲｶﾞｼ(×)、

ｱｶｶﾞｼ(○)、ﾂｸﾊﾞﾈｶﾞｼ、ｱﾗｶｼ(○)、ｳﾗｼﾞﾛｶﾞｼ(○)、ｼﾗｶｼ(○)

クリ ｸﾘ(○)

シイ ｽﾀﾞｼﾞｲ(○)、ﾂﾌﾞﾗｼﾞｲ(○)

マテバシイ ﾏﾃﾊﾞｼｲ､ｼﾘﾌﾞｶｶﾞｼ

トウダイグサ

ニレ　

バラ

ブナ

カバノキ

別表ー１　天然更新完了基準となる高木種、小高木種の一覧

アオイ

ウコギ

エゴノキ

ムクロジ

クスノキ

クルミ

クロウメモドキ

クワ

ツバキ
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モッコク ﾓｯｺｸ
サカキ ｻｶｷ

ホルトノキ ホルトノキ ﾎﾙﾄﾉｷ、ｺﾊﾞﾝﾓﾁ
ネムノキ ﾈﾑﾉｷ
サイカチ ｻｲｶﾁ
フジキ ﾌｼﾞｷ、ﾕｸﾉｷ

イヌエンジュ ｲﾇｴﾝｼﾞｭ
マンサク ﾏﾝｻｸ
イスノキ ｲｽﾉｷ(×)

サンショウ ｶﾗｽｻﾞﾝｼｮｳ、ｺｶﾗｽｻﾞﾝｼｮｳ
キハダ ｷﾊﾀﾞ(○)

ゴシュユ ﾊﾏｾﾝﾀﾞﾝ
ミズキ ﾐｽﾞｷ、ｸﾏﾉﾐｽﾞｷ

ヤマボウシ ﾔﾏﾎﾞｳｼ
ミツバウツギ ゴンズイ ｺﾞﾝｽﾞｲ
ムラサキ チシャノキ ﾁｼｬﾉｷ

トネリコ ｼｵｼﾞ、ﾏﾙﾊﾞｱｵﾀﾞﾓ(○)、ﾔﾏﾄｱｵﾀﾞﾓ、ｱｵﾀﾞﾓ､ｺﾊﾞﾉﾄﾈﾘｺ､ﾐﾔﾏｱｵﾀﾞﾓ
ハシドイ ﾊｼﾄﾞｲ
モクセイ ﾋｲﾗｷﾞ
イボタノキ ﾈｽﾞﾐﾓﾁ
オガタマノキ ｵｶﾞﾀﾏﾉｷ
モクレン ﾎｵﾉｷ、ｵｵﾔﾏﾚﾝｹﾞ、ﾀﾑｼﾊﾞ､ｺﾌﾞｼ

モチノキ モチノキ ｲﾇﾂｹﾞ、ﾅﾅﾐﾉｷ、ｸﾛｿﾖｺﾞ、ｿﾖｺﾞ、ｸﾛｶﾞﾈﾓﾁ(○)、ﾓﾁﾉｷ、ﾂｹﾞﾓﾁ、ﾀﾗﾖｳ、
ｼｲﾓﾁ、ﾀﾏﾐｽﾞｷ、ｱｵﾊﾀﾞ

ヤシ シュロ ｼｭﾛ
イイギリ ｲｲｷﾞﾘ
ヤナギ ﾏﾙﾊﾞﾔﾅｷﾞ、ﾀﾁﾔﾅｷﾞ、ｵｵﾀﾁﾔﾅｷﾞ、ﾖｼﾉﾔﾅｷﾞ、ｵﾉｴﾔﾅｷﾞ、ﾊﾞｯｺﾔﾅｷﾞ

ヤマナラシ ﾔﾏﾅﾗｼ
ヤマグルマ ヤマグルマ ﾔﾏｸﾞﾙﾏ
ヤマモガシ ヤマモガシ ﾔﾏﾓｶﾞｼ
ヤマモモ ヤマモモ ﾔﾏﾓﾓ
ユズリハ ユズリハ ﾕｽﾞﾘﾊ、ﾋﾒﾕｽﾞﾘﾊ
リョウブ リョウブ ﾘｮｳﾌﾞ

イチイ ｲﾁｲ
針葉樹 カヤ ｶﾔ

コウヤマキ コウヤマキ ｺｳﾔﾏｷ
スギ スギ ｽｷﾞ

ネズミサシ ﾈｽﾞﾐｻｼ
イヌガヤ ｲﾇｶﾞﾔ
ヒノキ ﾋﾉｷ
ネズコ ﾈｽﾞｺ
アスナロ ｱｽﾅﾛ
ビャクシン ｲﾌﾞｷ
イヌマキ ｲﾇﾏｷ
マキ ﾅｷﾞ
ツガ ﾂｶﾞ､ｺﾒﾂｶﾞ
マツ ｱｶﾏﾂ、ｸﾛﾏﾂ、ｺﾞﾖｳﾏﾂ
モミ ｳﾗｼﾞﾛﾓﾐ、ﾓﾐ､ｼﾗﾋﾞｿ
トウヒ ﾊﾘﾓﾐ

(○)が付いているものは「ぼう芽更新が期待できる樹種」
(×)が付いているものは「ぼう芽更新が期待できない樹種」

ヒノキ

マキ

マツ

ミカン

ミズキ

モクセイ

モクレン

ヤナギ

イチイ

マンサク

ペンタフィラクス

マメ
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整理番号
森林所在地
森林所有者

競合する植生種 高さ 競合する植生種 高さ 競合する植生種 高さ 競合する植生種 高さ

樹種名 本数 樹種名 本数 樹種名 本数 樹種名 本数

計
成立本数

判定
他の樹種：

競合する植生種 高さ 競合する植生種 高さ 競合する植生種 高さ 競合する植生種 高さ

樹種名 本数 樹種名 本数 樹種名 本数 樹種名 本数

計
成立本数

判定
他の樹種：

競合する植生種 高さ 競合する植生種 高さ 競合する植生種 高さ 競合する植生種 高さ

樹種名 本数 樹種名 本数 樹種名 本数 樹種名 本数

計
成立本数

判定
他の樹種：

☆ 更新判定 出現率が７０％以上であれば更新完了
○の合計 総プロット数 出現率

／ ＝ ％

天然更新完了確認調査野帳

           No.
位置

1 2 3 4

調査日

1 2

4

斜面上部

           No.
位置

斜面下部

調査区
No.2

調査区
No.3

斜面中腹

43

           No.
位置

調査者　職氏名

調査区
No.1

21 3
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整理番号  ２４―１
森林所在地
森林所有者

競合する植生種 高さ 競合する植生種 高さ 競合する植生種 高さ 競合する植生種 高さ
ﾜﾗﾋﾞ 80cm

樹種名 本数 樹種名 本数 樹種名 本数 樹種名 本数
ｴｺﾞﾉｷ 1 ｴｺﾞﾉｷ 2 ﾈｽﾞﾐﾓﾁ 3
ｱﾗｶｼ 1 ｱｵﾊﾀﾞ 1 ｴｺﾞﾉｷ 2
ﾔﾌﾞﾂﾊﾞｷ 1 ﾔﾌﾞﾂﾊﾞｷ 1 ｱﾗｶｼ 1
ﾔﾏｻﾞｸﾗ 1 ﾈｽﾞﾐﾓﾁ 1
ｽｷﾞ 1 ﾔﾌﾞﾂﾊﾞｷ 1
ﾋﾉｷ 1

計 6 4 8 0
成立本数 6000 4000 8000 0

判定
他の樹種： ﾀﾗﾉｷ、ｸﾏｲﾁｺﾞ、ｺｶﾞｸｳﾂｷﾞ、ﾋｻｶｷ、ﾔﾌﾞﾑﾗｻｷ、ｲﾇｻﾞﾝｼｮｳ

競合する植生種 高さ 競合する植生種 高さ 競合する植生種 高さ 競合する植生種 高さ

樹種名 本数 樹種名 本数 樹種名 本数 樹種名 本数
ﾔﾌﾞﾂﾊﾞｷ 1 ﾈｽﾞﾐﾓﾁ 1 ﾅﾅﾐﾉｷ 1
ﾈｽﾞﾐﾓﾁ 1 ｱﾗｶｼ 1
ﾅﾅﾐﾉｷ 1
ｸﾘ 1

計 4 1 0 2
成立本数 4000 1000 0 2000

判定
他の樹種： ﾔﾌﾞﾑﾗｻｷ、ｺｶﾞｸｳﾂｷﾞ、ﾅｶﾞﾊﾞﾓﾐｼﾞｲﾁｺﾞ、ｸﾞﾐ類、ﾀﾗﾉｷ、ﾐﾔﾏｶﾞﾏｽﾞﾐ、ﾔﾏﾔﾅｷﾞ、ｲﾇｻﾞﾝｼｮｳ

競合する植生種 高さ 競合する植生種 高さ 競合する植生種 高さ 競合する植生種 高さ
ｳﾗｼﾞﾛ 30cm

樹種名 本数 樹種名 本数 樹種名 本数 樹種名 本数
ﾅﾅﾐﾉｷ 2 ﾔﾏｻﾞｸﾗ 1 ﾅﾅﾐﾉｷ 6
ﾋﾉｷ 1 ﾅﾅﾐﾉｷ 3 ﾋﾉｷ 6
ｱﾗｶｼ 1 ﾋﾉｷ 2 ｱﾗｶｼ 1
ﾀﾌﾞﾉｷ 1 ﾈｽﾞﾐﾓﾁ 1

ｼﾛﾀﾞﾓ 1

計 5 6 15
成立本数 5000 6000 15000 0

判定
他の樹種： ﾔﾌﾞﾑﾗｻｷ、ｺｶﾞｸｳﾂｷﾞ、ﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ類、ｲｽﾞｾﾝﾘｮｳ、ﾔﾏﾔﾅｷﾞ、ｲﾇｻﾞﾝｼｮｳ、ﾐﾔﾏｶﾞﾏｽﾞﾐ

☆ 更新判定 出現率が７０％以上であれば更新完了
○の合計 総プロット数 出現率

7 ／ 10 ＝ 70 ％ 更新完了

愛媛　森太郎

○ ○

×

2 3

3

調査者　職氏名 技師　愛媛　林太郎

×○ ×

調査区
No.1

調査区
No.2

調査区
No.3

斜面中腹

           No.
位置

3 4

○

1

斜面上部

           No.
位置

斜面下部

―

天然更新完了確認調査野帳(記載例)

○ ○ ○

           No.
位置

1 2

調査日 平成24年1月1日

1 2

愛媛県○○市△△町123

4

―

4
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２．参考資料 

(1) 人口及び就業構造 

 ① 年齢層別人口動態 

 年次 
総  計 0～14歳 15～29歳 

計 男 女 計 男 女 計 男 女 

実数 

(人) 

平成 22年 21,981 10,347 11,634 2,921 1,522 1,399 3,126 1,501 1,625 

平成 27年 21,239 9,995 11,244 2,671 1,373 1,298 2,738 1,311 1,427 

令和 2年 20,480 9,519 10,961 2,425 1,209 1,216 2,424 1,173 1,251 

構成比 

(％) 

平成 22年 100.0 47.1 52.9 13.2 6.9 6.3 14.2 6.8 7.4 

平成 27年 100.0 47.1 52.9 12.6 6.5 6.1 12.9 6.2 6.7 

令和 2年 100.0 46.5 53.5 11.8 5.9 5.9 11.8 5.7 6.1 

 年次 
30～44歳 45～64歳 65歳以上 

計 男 女 計 男 女 計 男 女 

実数 

(人) 

平成 22年 3,982 1,926 2,056 6,383 3,012 3,371 5,569 2,386 3,183 

平成 27年 3,814 1,911 1,903 5,609 2,624 2,985 6,407 2,776 3,631 

令和 2年 3,186 1,559 1,627 5,254 2,461 2,793 7,191 3,117 4,074 

構成比 

(％) 

平成 22年 18.1 8.8 9.3 29.0 13.7 15.3 25.3 10.9 14.4 

平成 27年 18.0 9.0 9.0 26.4 12.4 14.0 30.1 13.0 17.1 

令和 2年 15.6 7.6 7.9 25.7 12.0 13.6 35.1 15.2 19.9 

 

② 産業部門別就業者数等 

 年次 総数 

第 1次産業 第 2次産業 

第 3次産業 
農業 林業 漁業 小計  

うち木材・

木製品製造

業 

実数 

（人） 

平成 22年 10,582 888 59 2 949 2,363 - 7,270 

平成 27年 10,489 908 45 0 953 2,317 - 7,219 

令和２年 9,872 817 60 0 877 2,126 - 6,597 

構成比 

（％） 

平成 22年 100.0 8.4 0.6 0.0 9.0 22.3 - 68.7 

平成 27年 100.0 8.7 0.4 0.0 9.1 22.1 - 68.8 

令和２年 100.0 8.3 0.6 0.0 8.9 21.5 - 66.8 

 

(2)土地利用 

 

年 次 

 総土地             耕 地 面 積 
草地 

面積 

 

面積 計 田 畑 
 樹園地 

 果樹園 茶園 桑園 
 

実 数 

（ha） 

平成 22年 

平成 27年 

令和 2年 

10,159 

10,159 

10,159 

 

592 

399 

273 

86 

54 

30 

47 

31 

25 

459 

314 

218 

459 

314 

218 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 構成比 
 （％） 

令和2年 100.0  2.7  0.3  0.2  2.1  2.1  -  -  - 

       林 野 面 積 その他 

面積 

 
計 森林 原野 

実 数 

(ha) 

平成 22年 

平成 27年 

令和 2年 

7,152 

7,161 

7,159 

7,152 

7,161 

7,159 

-  

- 

- 

3,007 

2,285 

2,727 

構成比 

（％） 
令和 2年 70.5 70.5 -  26.8 

 (3)森林転用面積 
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年 次 総 数 
工事・事 
業場用地 

住宅・別 
荘地用地 

ゴルフ場・ 
レジャー用

地 
農用地 公共用地 その他 

平成 25年 

平成 26年 

平成 30年 

   ha 

   

    ha 

 

 

0.9    

   ha 

   

    ha 

    

   ha 

  0.2 

0.1 

    ha 

    

   ha 

   

  
(4)森林資源の現況等 
  ①  保有形態別森林面積                      
 

保 有 形 態 
総 面 積 立 木 地 人 工 

林 率 

（Ｂ／Ａ） 

 

面積(A) 比 率 計 人工林(B) 天然林 

総    数 7,164ha 100  6,701ha 4,454ha 2,247ha 62.1％ 

国 有 林    184     2.5   -  -  -  -  

公 

有 

林 

     計 

 都道府県有林 

 市町村有林 

 財産区有林 

188   

9   

179   

0   

2.6   

0.1   

2.4   

0   

176   

8   

168   

0   

96   

1   

95   

0   

80   

7   

73   

0   

51.0   

11.1   

    53.0   

0   

 
  
② 在村者・不在村者別私有林面積 

 

 年 次 私有林合計 
在村者 

面積 

不在村者面積 
 

計 県 内 県 外 

実数 

ha 

平成 12年 

平成 27年 

令和 3年 

6,870 

6,965 

     6,965   

5,388 

4,961  

4,599 

1,482 

  2,004  

2,366 

2,004  

1,286 

1,728  

2,008 

196 

276  

 358 

構成比 

％ 

平成 12年 

平成 27年 

令和 3年 

100.0 

100.0 

100.0  

  

 78.4 

 71.3 

 66.0 

21.6 

     28.7 

  34.0 

18.7 

 24.8 

28.9 

24.8 

  

 2.9

3.9  

  5.1  
 

 
③ 民有林の齢級別面積                           単位 面積：ha 

齢級別 
区 分 

総数 
齢級 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11以上 

民有林 6,701.78 67.75 8.17 3.77 12.19 17.49 52.11 65.43 159.14 490.51 562.82 5,262.40 

人工林計 4,454.77 40.89 8.17 3.77 10.07 6.43 29.65 63.01 85.41 291.42 320.79 3,595.16 

主要樹
種別面
積 

スギ 2,606.89 21.29 6.87 1.68 0.55 0.18 1.31 7.51 8.60 52.97 96.57 2,409.36 

ヒノキ 1,752.05 9.06 0.69 0.78 7.28 5.48 27.61 54.13 57.41 206.36 213.31 1,169.94 

マツ 13.28 0.02 0 0 0 0 0 0 0 5.05 0 8.21 

クヌギ 69.18 3.79 0.61 1.02 0.12 0.77 0.73 1.24 19.40 27.04 10.91 3.55 

その他 13.37 6.73 0 0.29 2.12 0 0 0.13 0 0 0 4.10 

天然林計 2,247.01 26.86 0 0 2.12 11.06 22.46 2.42 73.73 199.09 242.03 1,667.24 

（備考） 

 
 

-35-



 
④ 保有山林面積規模別林家数 

 
面積規模 林家数  

～1ha 3 10～20ha 10 50～100ha 3 

1～5ha 3 20～30ha 2 100～500ha 1 

5～10ha 3 30～50ha 5 500ha以上 0 

 総 数 30 

 

⑤ 作業路網の状況 

 （ア）基幹路網の現況 

区分 路線数 延長（km） 備考 

 
基幹路網 8 8,350  

うち林業専用道 8 8,350  

  

（イ）細部路網の現況 

区分 路線数 延長(km) 備考 

森林作業道 0 0  

 

(5) 計画期間内において間伐を実施する必要があると認められる森林の所在 

樹種 齢級 
森林の所在 

林班 準林班 小班 

     

 

(6) 市町村における林業の位置付け 

① 産業別総生産額            （単位：百万円） 

総 生 産 額 （Ａ） 57,678 

内 
訳 

第１次産業 1,680 

 うち 林業 （Ｂ） 133 

第２次産業 13,982 

 うち木材・木製品製造業 （Ｃ） -  

第３次産業 41,537 

（Ｂ＋Ｃ）／Ａ 0.2％ 

  
 ② 製造業の事務所数、従業員数、現金給与総額 （平成30.6.1現在） 

 事業所数 従業者数（人） 現金給与総額（万円） 

全製造業者（Ａ） 52 1,302 430,393 

うち木材・木製品製造業（Ｂ） 1 8 - 

Ｂ/Ａ 2.78 0.69 - 

 
(7)林業関係の就業状況              
 

区  分 
組合・ 

事業者数 

従業者数 
備      考 

 うち作業員数 

森林組合     1    6      0   （名称：砥部町森林組合） 

生産森林組合     -    -  -   

素材生産業 2  8  5   

製材業 1  4  3   

森林管理署 -  -  -   

計     7    41  31   

 

 

 

 

 

-36-



 

 

 
(8) 林業機械等設置状況 

    区    分 総数 公有林 森林組合 会社 個人 その他    備      考 

集材機 5   5    

モノケーブル        ジグザグ集材施設 

リモコンウインチ 5   5    無線操縦等による木寄機 

自走式搬器        ﾘﾓｺﾝ操作による巻き上げ搬器 

運材車 15   5 10   林内作業車 

ホイールトラクタ        主として索引式集材用 

動力枝打機 4   4    自動木登式 

トラック        主として運材用のトラック 

グラップルクレーン 2   2    グラップル式のクレーン 

    計 31   21 10   

〔高性能機械〕        

フェラーバンチャ 2   2   伐倒、木揃用の自走式 

スキッダ       牽引式集材車両 

        

プロセッサ 

グラップルソー 
      枝払、玉切、集積用自走機 

ハーベスタ 2   2   
伐倒、枝払、玉切、集積用自走

機 

フォワーダ 1   1   積載式集材車両 

タワーヤーダ       タワー付き集材機 

計 5   5    

 
(9) 林産物の生産概況 

種類 素材 チップ 苗木 ナメコ 

 m3 kg 千本 kg 

生産量 9,042 1,163,000 22.4 0 

生産額 

（百万円） 
120.8 8.6 4 0 
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(10) 森林経営管理制度による経営管理権の設定概況 

番号 所  在 

現 況 

（面積、樹種、林齢、材積

等） 

経営管理実施権 

設定の有無 

１ 

 

林班 1～4、6、11～33、41 面積：260ha、樹種：スギ・ヒノ

キ、林齢：27～81 

該当なし 

（注）計画作成（変更）時点の状況について記入する。 

 

(11) その他必要なもの 
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この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000、50000、200000（地図画像）を複製したものである。(承認番号　平19総複、第851号）　  この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）、数値地図25000（行政界・海岸線）、
数値地図25000（地名・公共施設）および数値地図2500（空間データ基盤）を使用したものである。（承認番号　平19総使、第488号）
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砥部町森林整備計画概要図

Ⓐ～Ⓑ 林産物加工施設

A

B

公益的機能林

公益的機能林施業方法

作業路網

１

2
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凡例
特に効率的な森林施業が可能な森林

特に効率的な森林施業が可能な森林
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 凡　例
 

市区町村境界
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森林経営計画

 

森林経営計画小班

 

伐採届

 

森林経営計画届

一体整備相当区域概要図

玉 谷
満 穂

砥部西

砥部東

川 登

総 津 多居谷高 市

中野川 仙 波

林班R3

-41-


